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議第56号

京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

　京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定する。

平成29年５月16日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の

一部を改正する条例

　京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を次

のように改正する。

　別表第２岡崎文化・交流Ａ地区の項から岡崎文化・交流Ｆ地区の項までの

規定中「（ダンスホールを除く。）」を削り，同表中京麩屋町通笹屋町地区の

項中「（風営法第２条第１項第２号に掲げる営業であり，かつ，風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律（平成27年法

律第45号）第２条の規定による改正前の風営法第２条第１項第３号に掲げる

営業に相当する営業の用に供するもの（以下「低照度ナイトクラブ」とい

う。）を除く。）」を削り，同表西ノ京桑原町地区の項中「（ダンスホールを除

く。）」を削り，同表山科駅地区の項中「，ナイトクラブ又はダンスホール」

を削り，同表下木屋町Ｂ地区の項中「低照度ナイトクラブ」を「同号に掲げ

る営業であり，かつ，風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の

一部を改正する法律（平成27年法律第45号）第２条の規定による改正前の風

営法第２条第１項第３号に掲げる営業に相当する営業の用に供するもの」に，

「，ナイトクラブ又はダンスホール」を「又はナイトクラブ」に改め，同表

九条西洞院地区の項中「（低照度ナイトクラブを除く。）」を削り，同表吉祥
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院宮ノ東町Ａ地区の項から吉祥院宮ノ東町Ｃ地区の項までの規定中「（ダン

スホールを除く。）」を削り，同表久世高田・向日寺戸Ａ地区の項から久世

高田・向日寺戸Ｃ地区の項までの規定中「，ナイトクラブ又はダンスホー

ル」を削り，同表太秦東部Ａ地区の項から太秦東部Ｃ地区の項まで，太秦安

井山ノ内Ａ地区の項及び太秦安井山ノ内Ｂ地区の項中「（ダンスホールを除

く。）」を削り，同表西院溝崎町地区の項中「又はダンスホール」を削り，同

表洛西ニュータウン・タウンセンター地区の項中「若しくは」を「又は」に

改め，「，ナイトクラブ又はダンスホール」を削り，同表納屋町商店街地区

の項中「，ナイトクラブ又はダンスホール」を削り，同表醍醐センター地

区の項中「若しくは」を「又は」に改め，「，ナイトクラブ又はダンスホー

ル」を削り，同表竹田藁屋町油小路通沿道街区地区の項中「，ナイトクラブ

又はダンスホール」を削り，同表京都ファッション産業団地Ａ地区の項から

京都ファッション産業団地Ｃ地区の項までの規定中「（低照度ナイトクラブ

を除く。）」を削る。

附 則

　この条例は，公布の日から施行する。

提案理由

　岡崎文化・交流Ａ地区ほか29地区について，それぞれの地区に応じた建築

物の用途に関する制限に改める必要があるので提案する。


